
JP 4307027 B2 2009.8.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャスターを備えた移動自在な基台上に、医薬品を収容する薬剤バケットを多段に支持
する複数の薬剤バケット支持部材を備えた医薬品搬送用キャビネットにおいて、
　前記薬剤バケット支持部材は、基台上に所定間隔で並設され、対向部分に薬剤バケット
の両側縁をそれぞれ支持する支持部を備え、前記薬剤バケットを全て取り外した状態で、
複数のキャビネットを並設した場合、少なくとも隣接するキャビネットの基台とは干渉し
ない位置に形成することにより、各キャビネットの薬剤バケット支持部材を重ね合わせて
配列可能とし、
　前記各薬剤バケット支持部材の支持部に支持された薬剤バケットを取り外し不能とする
係止機構を設け、該係止機構を特定箇所で集中して操作可能としたことを特徴とする医薬
品搬送用キャビネット。
【請求項２】
　前記各薬剤バケット支持部材は、前記基台に対して回動可能に設けたことを特徴とする
請求項１に記載の医薬品搬送用キャビネット。
【請求項３】
　キャスターを備えた移動自在な基台上に、医薬品を収容する薬剤バケットを多段に支持
する複数の薬剤バケット支持部材を備えた医薬品搬送用キャビネットにおいて、
　前記薬剤バケット支持部材は、基台上に所定間隔で並設され、対向部分に薬剤バケット
の両側縁をそれぞれ支持する支持部を備え、前記薬剤バケットを全て取り外した状態で、
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複数のキャビネットを並設した場合、少なくとも隣接するキャビネットの基台とは干渉し
ない位置に形成することにより、各キャビネットの薬剤バケット支持部材を重ね合わせて
配列可能とし、
　前記各薬剤バケット支持部材は、前記基台に対して回動可能に設けたことを特徴とする
医薬品搬送用キャビネット。
【請求項４】
　前記各薬剤バケット支持部材は、間隔を調整可能に設けたことを特徴とする請求項１、
２又は３に記載の医薬品搬送用キャビネット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医薬品を搬送する際に使用する医薬品搬送用キャビネットに関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、病院内で、例えば調剤室から病棟の各病室まで医薬品を搬送する場合、医薬品を薬
剤バケットに収容し、この薬剤バケットをキャスターを備えたキャビネットに多段に積層
した状態で行えるようにした構成が公知である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記キャビネットでは、占有スペースが大きいため、医薬品を搬送しない
場合の保管場所を確保しなければならない。キャビネットの台数が増えれば増えるだけそ
の保管場所に大きなスペースが必要となる。
【０００４】
また、前記薬剤バケットを一律に同一サイズにすると、患者に処方される医薬品の数量が
多くて入り切らないことや、逆に少なくて余分なスペースが大きくなるといった問題があ
る。このため、一般に、種々のサイズの薬剤バケットが用意されているが、そのような薬
剤バケットを保持するためのキャビネットの構造は複雑となる。
【０００５】
そこで、本発明は、不使用時の占有スペースが少なく、しかも簡単な構造であるにも拘わ
らず、種々のサイズの薬剤バケットを支持することのできる医薬品搬送用キャビネットを
提供することを課題とする。
【０００６】
　本発明は、前記課題を解決するための手段として、
　キャスターを備えた移動自在な基台上に、医薬品を収容する薬剤バケットを多段に支持
する複数の薬剤バケット支持部材を備えた医薬品搬送用キャビネットにおいて、
　前記薬剤バケット支持部材は、基台上に所定間隔で並設され、対向部分に薬剤バケット
の両側縁をそれぞれ支持する支持部を備え、前記薬剤バケットを全て取り外した状態で、
複数のキャビネットを並設した場合、少なくとも隣接するキャビネットの基台とは干渉し
ない位置に形成することにより、各キャビネットの薬剤バケット支持部材を重ね合わせて
配列可能とし、
　前記各薬剤バケット支持部材の支持部に支持された薬剤バケットを取り外し不能とする
係止機構を設け、該係止機構を特定箇所で集中して操作可能としたものである。
【０００７】
　この構成により、薬剤バケット支持部材から全薬剤バケットを取り外せば、各キャビネ
ットを薬剤バケット支持部材が重なるように整列させることが可能である。したがって、
キャビネットの数が増えても、占有スペースが増大することはない。また、各薬剤バケッ
ト支持部材を基台に対して回動可能に設けているので、取り扱いに便利となる。
【０００８】
　前記各薬剤バケット支持部材は、前記基台に対して回動可能に設けると、特に、複数の
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キャビネットを重なるように整列させた場合、各薬剤バケット支持部材を沿わせるように
回動させて、より一層占有スペースを抑制することが可能となる点で好ましい。
【０００９】
　また、本発明は、前記課題を解決するための手段として、
　キャスターを備えた移動自在な基台上に、医薬品を収容する薬剤バケットを多段に支持
する複数の薬剤バケット支持部材を備えた医薬品搬送用キャビネットにおいて、
　前記薬剤バケット支持部材は、基台上に所定間隔で並設され、対向部分に薬剤バケット
の両側縁をそれぞれ支持する支持部を備え、前記薬剤バケットを全て取り外した状態で、
複数のキャビネットを並設した場合、少なくとも隣接するキャビネットの基台とは干渉し
ない位置に形成することにより、各キャビネットの薬剤バケット支持部材を重ね合わせて
配列可能とし、
　前記各薬剤バケット支持部材は、前記基台に対して回動可能に設けたものである。
【００１０】
　また、前記各薬剤バケット支持部材の間隔を調整可能に設けると、幅寸法の異なる薬剤
バケットであっても、支持することが可能となる点で好ましい。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る実施形態を添付図面に従って説明する。
【００１２】
図１は本実施形態に係る医薬品搬送用キャビネット１の正面図、図２はその平面図を示す
。このキャビネット１は、ステンレス、スチール、アルミ合金等からなり、基台２と、該
基台２に並設される複数の薬剤バケット支持部材３とで構成される。
【００１３】
基台２は、ベースビーム２ａと、該ベースビーム２ａの両端の下面に取り付けられたクロ
スビーム２ｂ，２ｃとからなる略Ｈ字形状に形成され、クロスビーム２ｂ，２ｃの両端に
キャスター４が設けられることにより、床面上を移動自在となっている。
【００１４】
各薬剤バケット支持部材３は矩形の格子板状に形成され、横桟５（図３）からは側方に支
持片６がそれぞれ突設されている。そして、隣接する薬剤バケット支持部材３の対向部分
に形成される両支持片６で、薬剤バケット７を支持する支持部８を構成している。
【００１５】
基台２の両端部及び中間部２箇所に位置する薬剤バケット支持部材３ａは、上下横桟５ａ
の中央部に突部９ａ，９ｂがそれぞれ形成されている。そして、上方側の突部９ａが補助
ビーム１０によって連結され、下方側の突部９ｂが基台２のベースビーム２ａ上に固定さ
れることにより、薬剤バケット支持部材３ａは所定間隔で並設される。突部９ａ，９ｂを
設けることにより、薬剤バケット支持部材３ａを基台２及び補助ビーム１０から離間させ
て配置することが可能である。各薬剤バケット支持部材３ａの間隔は、使用する薬剤バケ
ット７のサイズに応じて適切な寸法に設計可能である。
【００１６】
また、基台２の他の中間部２箇所に位置する薬剤バケット支持部材３ｂには、図３に示す
ように、基台２のベースビーム２ａと補助ビーム１０に設けたスライド軸１１にスライド
ベアリング１２を介してスライド移動可能に取り付けられている（図３では、上方側のみ
図示）。なお、前記薬剤バケット支持部材３ｂの位置決めには、例えば、図１５（ａ），
（ｂ）に示すクイックセットカラー３０（商品名）とボールキャッチ４０を使用すればよ
い。クイックセットカラー３０は、スライド軸１１に結合されるリング３１に形成した切
欠き溝にロックレバー３３を収容し、支軸３７を中心として回動自在に支持し、スプリン
グ３５によって図１５中反時計回り方向に付勢したものである。図１５（ｂ）に示す位置
で、スプリング３５の付勢力により、ロックレバー３３の下端部がスライド軸１１に圧接
し、ロック状態となる。そして、ロックレバー３３を点線で示す矢印方向に押すと、下端
部が持ち上げられてスライド軸から離間し、アンロック状態となり、薬剤バケット支持部
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材３ｂはスライド移動可能となる。一方、ボールキャッチ４０は、図１６（ａ）及び（ｂ
）に示すように、外周面に雄ネジが形成された本体４１内に、スプリング４３によって上
方に付勢した状態でボール４５を収容し、その突出量が４０％となるようにフランジ４７
でガイドしたものである。ボールキャッチ４１は、スライドベアリング１２の代わりに設
けられ、フランジ４７をガイドするガイドレール（図示せず）が補助ビーム１０に設けら
れている。これにより、ボール４３がガイドレールに沿ってスライドし、所望の位置に停
止すると、ボール４３がスプリング４１の付勢力によりガイドレールに圧接し、薬剤バケ
ット支持部材３ｂが位置決めされる。なお、この位置決め状態を確実なものとするために
、ガイドレールにはボール４３を固定可能な凹部を設けるのが望ましい。
【００１７】
また、補助ビーム１０の一端側には、図１～図３に示すように、回転操作可能なロックハ
ンドル１３が設けられている。ロックハンドル１３は、駆動シャフト１４に連結され、当
該駆動シャフトはギアを介して従動シャフト１５に連結されている。受動シャフト１４、
従動シャフト１５およびギヤは、補助ビーム内に配設されている。従動シャフトはラック
＆ピニオン機構を介して昇降ロッド１６に連結されている。昇降ロッド１６は、ロックハ
ンドルの１３の下方に位置する薬剤バケット支持部材３ａを除く薬剤バケット支持部材３
ａに設けられ、スプリング１６ａによって上方に付勢されている。（薬剤バケット支持部
材３ｂに設ける場合には、そのスライド移動と共にラック・ピニオン機構がスライドする
構成とする必要がある。）。昇降ロッド１６には各支持片６毎にアーム部１７が形成され
、その先端には、後述する薬剤バケット７の鍔部７ａの段部７ｃに係脱する係合突部１８
が形成されている。これにより、キャビネット１に支持させた複数の薬剤バケット７を、
特定の１箇所に設けたロックハンドル１３を集中して操作するだけで、ロック状態又はア
ンロック状態とすることが可能となる。なお、ロックハンドル１３に施錠機構を採用する
ことにより、薬剤バケット７の装着後、解錠しなければ、収容した薬剤を取り出すことが
できないようにすることも可能である。これにより、第三者が搬送途中の薬剤を覗いたり
、勝手に持ち出したりすることを確実に阻止することが可能となる。但し、前記実施形態
では、最上部に位置する薬剤バケット７に蓋等を設けて施錠できるようにする必要がある
。
【００１８】
前記薬剤バケット７は、図３及び図８に示すように、塩化ビニル、ポリカーボネート、Ａ
ＢＳ樹脂等の合成樹脂からなり、上面が開口する箱状としたものである。本実施形態では
、幅寸法及び高さ寸法の異なる４種類の薬剤バケット７が使用され、輸液バッグ１９（図
３）や薬剤容器２０を収納可能となっている。幅広タイプの薬剤バケット７は、輸液バッ
グ１９を取出容易なスペースを残して３本並べて収容可能であり、幅狭タイプの薬剤バケ
ット７は１本収容可能である。嵩高タイプの薬剤バケット７は輸液バッグ１９を上下２段
に収容可能であり、嵩低タイプの薬剤バケット７は１段でのみ収容可能である。薬剤バケ
ット７の上方開口縁部は、縦側（長手方向）の鍔部７ａが横側（幅方向）の鍔部７ｂに比
べて低い位置に設けられることにより段部７ｃを形成され、そこには前記ロックハンドル
１３に連動する係合突部１８が係脱する。また、薬剤バケット７の側壁には複数の矩形孔
２１が並設されている。矩形孔２１は、薬剤バケット７内に設ける仕切板（図示せず）の
取付けや、次に示す薬剤容器２０の固定に利用される。薬剤容器２０は、前記薬剤バケッ
ト７と同様な合成樹脂をからなり、上面が開口する箱状に形成したものである。薬剤容器
２０には、ある患者に投与する１回分のアンプル等の薬剤が収容される。したがって、あ
る患者に朝・夕２回の投与を行う場合には、２つの薬剤容器２０が必要となる。薬剤容器
２０は係止部材２２によって薬剤バケット７内に固定される。係止部材２２は、合成樹脂
からなり、略Ｕ字形に形成したもので、薬剤バケット７の矩形孔２１に係止する係止腕部
２２ａと、薬剤容器２０の上方開口縁部を挟持する挟持部２２ｂとからなり薬剤容器２０
を位置決めする。
【００１９】
なお、前記係止部材２２は、図５に示すように、前記薬剤バケット７の側面に一体的に設
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けた係止部２３で構成してもよい。
【００２０】
また、前記薬剤バケット７の側面に、図６や図７に示す突出部２４を形成してもよい。図
６では、突出部２４は雫状の突起２５で構成されている。薬剤容器２０を積み重ねた際、
上方側の薬剤容器２０の突起２５が下方側の薬剤容器２０の上方開口縁部に当接するので
、側壁の内外面が互いに密着して分離しにくくなることを防止する。但し、この突起２５
の形状は、雫状には限定されず、楕円形等、積み重ねた薬剤容器２０が密着することを防
止できるのであれば、どのような形状であってもよい。図７では、突出部２４は、所定間
隔離れた一対の係止突起６で構成されている。この係止突起２６は、積み重ねた薬剤容器
２０を容易に分離させる役割だけでなく、前記薬剤バケット７の矩形孔２１の側縁部に係
止することにより薬剤容器２０を位置決めする役割も果たす。
【００２１】
次に、前記構成の医薬品搬送用キャビネット１の使用態様について説明する。
【００２２】
医薬品等を搬送する場合には、医薬品等を薬剤バケット７に収容し、この薬剤バケット７
を各支持部８に支持させる。この場合、輸液バッグ１９であればそのまま、他の形態の薬
剤、例えば、アンプル、分包薬等であれば、患者の１回分毎に薬剤容器２０に収容して薬
剤バケット７に収納する。薬剤容器２０は、係止部材２２を使用して位置決めする。薬剤
容器２０は、図８（ａ）に示すように、薬剤バケット７の側面に形成した多数ある矩形孔
２１のいずれを利用しても、係止部材２２によって確実に位置決めすることができる。ま
た、係止部材２２による位置決め後、図８（ｂ）に示すように、係止部材２２に対して薬
剤容器２０をスライド移動させ、例えば、薬剤容器２０を薬剤バケット７の隅部に位置さ
せることも可能である。これにより、キャビネット１を移動させる際、患者毎に、あるい
は、薬種毎に分けていた薬剤、が混在するといった不具合を確実に防止できる。また、使
用する薬剤バケット７のサイズに応じてスライド式の薬剤バケット支持部材３ｂをスライ
ドさせ、適切な間隔に設定する。これにより、薬剤バケット７のサイズの違いに拘わらず
、適切に支持することが可能となる。
【００２３】
薬剤バケット７の取付けが完了すれば、ロックハンドル１３を回動させ、各薬剤バケット
７の段部７ｃに係止部２３を係止し、薬剤バケット７をロック状態とする。これにより、
キャビネット１を病棟等に移動させる際に、薬剤バケット７が脱落したり、薬剤が落下す
る等の不具合を防止することができる。
【００２４】
また、不使用時、複数のキャビネット１を保管する場合には、薬剤バケット７を完全に取
り外し、図９及び図１７に示すように、互いに重なり合うように配置する。薬剤バケット
支持部材３は、突部９ａ，９ｂの存在により、基台２のベースビーム２ａと補助ビーム１
０の間に位置しているので、互いに干渉することはない。また、図１４（ａ）に示すよう
に、ベースビーム２ａとクロスビーム２ｂ，２ｃはそれぞれ連結部材２ｄによって連結さ
れ、この連結部材２ｄによってベースビーム２ａがクロスビーム２ｂ，２ｃよりも上方に
位置するため、この部分でも互いに干渉することはない。したがって、複数のキャビネッ
ト１を保管する場合であっても、占有スペースを縮小することが可能となる。
【００２５】
なお、薬剤バケット支持部材３は、基台２のベースビーム２ａと補助ビーム１０に対して
回動可能に設け、図１０に示すように、全て同一方向に斜めに回動させたり、図１１に示
すように、中央の２つの支持部材３が手前側に向かって広がり、両側の２つの支持部材３
がこれらと平行になるように回動させることができる。これにより、より一層、キャビネ
ット１の保管スペースを減少することが可能となる。
【００２６】
また、前記キャビネット１への薬剤バケット７の位置決めは、図１２に示す構成により行
うようにしてもよい。すなわち、昇降ロッド１６から延設したアーム３２に係合凸部３３
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を形成し、この係合凸部３３を薬剤バケット７の鍔部７ａに形成した係合孔３４に係合す
る。
【００２７】
また、前記薬剤バケット支持部材３は全て基台２及び補助ビーム１０に固定するようにし
てもよい。また、スライド機構を、図１３に示すように構成してもよい。すなわち、薬剤
バケット支持部材３ｂの上下の突部９ａ，９ｂを基台２及び補助ビーム１０に形成した案
内溝３６に挿通して、複数組のローラ３５を設け、これにより薬剤バケット支持部材３ｂ
を案内溝３６に沿ってスライド自在とする。
【００２８】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、各キャビネットの薬剤バケット支持部
材を重ね合わせて配列可能としたので、キャビネットの数量が増えたとしても、保管スペ
ースを縮小することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態に係る医薬品搬送用キャビネットの正面図である。
【図２】　図１の平面図である。
【図３】　図１の部分斜視図である。
【図４】　図１の薬剤バケットに収容する薬剤容器の斜視図である。
【図５】　薬剤容器の他の例を示す斜視図である。
【図６】　他の例に係る薬剤容器を積み重ねた状態を示す斜視図である。
【図７】　さらに他の例に係る薬剤容器を積み重ねた状態を示す斜視図である。
【図８】　薬剤バケットへの薬剤容器の取付例を示す部分斜視図である。
【図９】　図１に示す医薬品搬送用キャビネットの保管状態を示す平面図である。
【図１０】　他の例に係る医薬品搬送用キャビネットの保管状態を示す平面図である。
【図１１】　他の例に係る医薬品搬送用キャビネットの保管状態を示す平面図である。
【図１２】　医薬品搬送用キャビネットに薬剤バケットをロックするための他の例を示す
断面図である。
【図１３】　スライド可能に設けた薬剤バケット支持部材の他の例を示す部分斜視図であ
る。
【図１４】　（ａ）は図１の基台部分を示す斜視図、（ｂ）はその側面図である。
【図１５】　（ａ）はクイックセットカラーを示す斜視図、（ｂ）はその断面図である。
【図１６】　（ａ）はボールキャッチを示す斜視図、（ｂ）はその断面図である。
【図１７】　図９の医療用搬送用キャビネットの保管状態を示す部分斜視図である。
【符号の説明】
１…キャビネット
２…基台
３…薬剤バケット支持部材
５…横桟
６…支持片
７…薬剤バケット
８…支持部
１０…補助ビーム
１１…スライド軸
１２…スライドベアリング
１３…ロックハンドル
１６…昇降ロッド
１７…アーム部
１８…係合突部
２０…薬剤容器
２１…矩形孔
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